
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
必須含有元素として、Ｍｇを０．６～１．８質量％、Ｓｉを０．８～１．８質量％、Ｓｉ
とＭｇの比率Ｓｉ／Ｍｇが１以上、Ｍｎを０．１～１．０質量％、Ｔｉを０．０１～０．
１０質量％含有するとともに、
選択的含有元素として、Ｃｒを０．０５～０．２質量％及び／又はＺｒを０．０１～０．
２質量％含み、
残部がＡｌ及び不可避的不純物からなる組成からなり、さらに、
０．１１μｍ以下の平均粒径の分散粒子が単位面積あたり１３個／μｍ 2以上存在するこ
とを特徴とする高強度アルミニウム合金鍛造材。
【請求項２】
Ｃｕを０．２～０．６質量％含有することを特徴とする請求項１に記載の高強度アルミニ
ウム合金鍛造材。
【請求項３】
請求項１又は請求項２に記載の高強度アルミニウム合金鍛造材を用いて鍛造した後に機械
加工をして製造された鍛造製品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高強度アルミニウム合金鍛造材及びこれを用いて製造された鍛造製品に係り、
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特に、機械的強度と耐食性に優れた高強度アルミニウム合金鍛造材及びこれを用いて製造
された鍛造製品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、車両、船舶、あるいは航空機をはじめとする輸送機の構造部材には、軽量かつ機械
的特性に優れたアルミニウム合金が多用され、その中で、成形性及び焼付硬化性等の面か
らＪＩＳ　Ｈ　４００１のＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系の６０００系合金が好適に用いられている
。この６０００系合金は、耐食性、特に応力腐食割れに対する耐性でも優れるとともに、
Ｍｇ等の含有量が比較的少ないので、このスクラップを溶解して６０００系合金の原料へ
再生するリサイクル性にも優れた材料である。
【０００３】
また、前記６０００系合金が輸送機の構造部材に適用される際には、コスト削減や複雑な
形状への加工性の点から、その鋳造材や鍛造材が用いられる。このうち、特に、高強度、
高靱性等が要求される構造部材には、主に、前記６０００系合金の鍛造材が適用される。
【０００４】
近年、地球環境への負荷を軽減させるために、前記輸送機では、更なる軽量化及び耐食性
の向上が図られている。それにともなって、その構造部材たるアルミニウム合金の鍛造材
に対して、更なる薄肉化、ひいてはそれを実現させるための強度や靱性等の機械的特性の
向上、及び耐食性の向上が要請されている。
【０００５】
たとえば、アルミニウム合金組織の粒界上に存在するＭｇ 2ＳｉやＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（
Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒ）系晶析出物の平均粒径を１．２μｍ以下とするとともに、これら晶析
出物同士の平均間隔を３．０μｍ以上とし、なおかつ、該アルミニウム合金鍛造材をアノ
ードとし、３０℃で５％のＮａＣｌ水溶液中において、１００μＡ／ｃｍ 2で３０分間直
流電解後に測定されるアルミニウム合金鍛造材の自然電位の最低値を－１０２０ｍＶ以上
になるにように構成することにより、アルミニウム合金鍛造材の耐食性を向上させる技術
（耐食性に優れた高強度高靱性アルミニウム合金鍛造材）が提案されている（たとえば、
特許文献１参照）。
【０００６】
また、アルミニウム合金組織の粒界上に存在するＭｇ 2ＳｉやＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ
、Ｃｒ、Ｚｒ）系晶析出物の平均粒径を１．２μｍ以下とするとともに、これら晶析出物
同士の平均間隔を３．０μｍ以上とし、なおかつ、デンドライト２次アーム間隔（ＤＡＳ
）が３０μｍ以下となるように鋳造することにより、アルミニウム合金鍛造材の耐食性、
強度、及び靱性を向上させる技術（耐食性に優れた高強度高靱性アルミニウム合金鍛造材
）が提案されている（たとえば、特許文献２参照）。
【０００７】
さらに、アルミニウム合金組織中のＭｇ 2ＳｉやＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－（Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒ
）系晶析出物の合計の面積率を１．５％以下とすることにより、アルミニウム合金鍛造材
の機械的特性を向上させる技術（高強度高靱性アルミニウム合金鍛造材）が提案されてい
る（たとえば、特許文献３参照）。
【０００８】
あるいは、アルミニウム合金の溶体化処理後のミクロ組織における再結晶粒の平均結晶粒
径が４５μｍ以下であり、Ａｌ－Ｆｅ系及びＭｇ 2Ｓｉ晶析物の平均粒径を５μｍ以下と
するとともに、これら晶析物間の平均間隔を２０μｍ以上、なおかつ単位体積あたりの分
散粒子の個数を１個／μｍ 3以上とすることにより、アルミニウム合金鍛造素材の機械的
特性を向上させる技術（プレス成形性及びヘム加工性に優れたアルミニウム合金板）が開
示されている（たとえば、特許文献４参照）。
【０００９】
【特許文献１】
特開２００２－２９４３８２号公報（第２－１１頁）
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【特許文献２】
特開２００１－１０７１６８号公報（第２－９頁）
【特許文献３】
特開２０００－１４４２９６号公報 (第２－１０頁 )
【特許文献４】
特開２０００－１４４２９４号公報 (第２－１１頁 )
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
このように、アルミニウム合金鍛造材の高強度化を図るべく、アルミニウム合金中のＳｉ
の含有量を過剰とする、あるいはアルミニウム合金にＣｕのような高強度化に寄与する元
素を添加すると、アルミニウム合金素材の強度や靱性等の機械的特性を一段と高めること
が可能になるが、アルミニウム合金の鍛造材の組織における粒界腐食や応力腐食割れの感
受性が顕著となって耐食性が低下するという問題が生じることとなって、機械的特性と耐
食性とは互いに二律背反の関係にあるといえる。
【００１１】
そこで、前記問題点を解決するために、本発明の目的は、前記のように機械的特性を向上
させるべく、アルミニウム合金中のＳｉの含有量を過剰とした場合や、アルミニウム合金
中にＣｕのような高強度化に寄与する元素を添加した場合でも粒界腐食や応力腐食割れが
抑えられ、かつ、所望とする高強度化及び高靱性化が得られるアルミニウム合金鍛造材、
及びこのアルミニウム合金鍛造材を用いて製造されたアルミニウム合金鍛造製品を提供す
ることにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、本発明者らは、前記粒界腐食や応力腐食割れが抑えられる、
優れた耐食性と、所望とする高強度化及び高靱性化とを両立させるべく、６０００系合金
に含有される元素の最適化について検討を行った。その結果、必須元素であるＭｇ、Ｓｉ
、Ｍｎ及びＴｉの含有量を規制するとともにＳｉとＭｇの比率Ｓｉ／Ｍｇをさらに規制し
、Ｃｒ及び／又はＺｒの元素を含むとともにこれらの含有量を規制し、さらに０．１１μ
ｍ以下の平均粒径の分散粒子が単位面積あたり１３個／μｍ 2以上存在するように規制す
ることにより、前記目的を達成することが可能なことを見い出し、本発明を創作するに至
った。
【００１３】
（１）すなわち、本発明に係る高強度アルミニウム合金鍛造材は、必須含有元素として、
Ｍｇを０．６～１．８質量％、Ｓｉを０．８～１．８質量％、ＳｉとＭｇの比率Ｓｉ／Ｍ
ｇが１以上、Ｍｎを０．１～１．０質量％、Ｔｉを０．０１～０．１０質量％含有すると
ともに、選択的含有元素として、Ｃｒを０．０５～０．２質量％及び／又はＺｒを０．０
１～０．２質量％含み、残部がＡｌ及び不可避的不純物からなる組成からなり、さらに、
０．１１μｍ以下の平均粒径の分散粒子が単位面積あたり１３個／μｍ 2以上存在する構
成とした。
【００１４】
このように構成すれば、Ｍｇ、Ｓｉ、Ｍｎ及びＴｉの含有量を規制するとともにＳｉとＭ
ｇの比率Ｓｉ／Ｍｇをさらに規制し、Ｃｒ及び／又はＺｒを含むとともにこれらの含有量
を規制したので、アルミニウム合金中のＳｉの含有量を過剰とした場合や、アルミニウム
合金中にＣｕのような高強度化に寄与する元素を添加した場合でも粒界腐食や応力腐食割
れが抑えられ、かつ、所望とする高強度化及び高靱性化が得られるアルミニウム合金鍛造
材、及びこのアルミニウム合金鍛造材を用いて製造されたアルミニウム合金鍛造製品が具
現される。
【００１５】
（２）また、本発明は、高強度アルミニウム合金鍛造材において、さらにＣｕを０．２～
０．６質量％含有することが望ましい。
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【００１６】
このように構成すれば、前記高強度アルミニウム合金鍛造材において、高引張強度を実現
し得るので、優れた機械的強度が具現される。
【００１７】
（３）そして、本発明に係る高強度アルミニウム合金鍛造材は、前記高強度アルミニウム
合金鍛造材を用いて鍛造した後に機械加工をして鍛造製品として製造される。
【００１８】
このように構成すれば、粒界腐食や応力腐食割れが抑えられて優れた耐食性を備えるとと
もに、強度や靱性等が向上されたアルミニウム合金鍛造製品が具現される。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る実施の形態について詳細に説明する。
本発明に係る高強度アルミニウム合金鍛造材には、ＪＩＳ　Ｈ４０００で規定される６０
００系合金が用いられる。具体的には、たとえば、ＪＩＳ　Ｈ４０００で規定される６１
０１合金、６００３合金、６１５１合金、６０６１合金、６Ｎ０１合金、６０６３合金等
が挙げられる。
【００２０】
そして、本発明に係る高強度アルミニウム合金鍛造材は、このような６０００系合金を用
いて従来公知の通常の製造方法にて製造される。すなわち、まず、本発明で規制する合金
成分を有するアルミニウム合金を溶解した後、所定の冷却速度で冷却することにより、丸
棒等の鍛造前の形態に鋳造し、鍛造素材とする。ここで、鋳造方法は、連続鋳造でも、半
連続鋳造でも、どちらでも差し支えない。
【００２１】
次に、前記鍛造素材に均質化熱処理を施す。本発明は、前記均質化熱処理の工程における
温度及び時間について特に限定するものではないが、前記したアルミニウム合金の鍛造素
材を製造する際に生じ易いアルミニウム合金成分の偏析を抑えて均質化するとともに、続
いて行われる鍛造加工の効率性を確保する観点から、この工程温度を通常の条件範囲であ
る温度４８０～５６０℃で４～８時間保持し、均質化熱処理を施す。
【００２２】
引き続き、前記鍛造素材に鍛造加工を施すが、鍛造加工前に材料が、４００～４８０℃に
なるように調整する。これは、均質化熱処理後、一旦冷却を施した後に再度加熱しても良
いし、均熱温度から直接この温度範囲まで冷却して、鍛造を開始しても良い。なお、数回
に分けて鍛造をする（粗鍛造、中間鍛造、仕上げ鍛造等）場合には、適宜各鍛造間に材料
を再加熱する工程を設けてもよい。
【００２３】
そして、鍛造素材を所定の形状に鍛造加工した後は、溶体化焼入れ、そして析出時効処理
（いわゆるＴ６処理）を施すことにより本発明に係る高強度アルミニウム合金鍛造材が得
られる。
【００２４】
つぎに、本発明に係る高強度アルミニウム合金鍛造材で、各種合金の含有量、分散粒子の
平均結晶粒径の大きさと密度を数値限定した理由について説明する。
【００２５】
（Ｍｇ：０．６～１．８質量％）
Ｍｇは、本発明に係る高強度アルミニウム合金鍛造材の強度を必要かつ充分に確保するた
めに重要な元素である。すなわち、Ｍｇの含有量が、０．６質量％未満であると所望の強
度が得られず、また、１．８質量％より多くなると強度は高くなるものの耐食性が阻害さ
れる。このため、本発明にあっては、Ｍｇの含有量を０．６～１．８質量％とする。
【００２６】
（Ｓｉ：０．８～１．８質量％）
Ｓｉは、アルミニウム合金中、Ｍｇと共に人工時効処理により強度を付与するための元素
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である。このＳｉの含有量が０．８質量％以上であると、このアルミニウム合金鍛造材で
所要の機械的特性が確保される。このＳｉの含有量が１．８質量％を超えると、後記する
不可避的不純物の一つであるＦｅ及び後記する必須含有元素の一つであるＭｎと共に、比
較的サイズの大きなＡｌ－Ｆｅ－Ｍｎ－Ｓｉ系の金属間化合物が形成され、靭性・耐食性
が低下する。従って、本発明に含まれるアルミニウム合金板中のＳｉの含有量は、０．８
～１．８質量％とする。
【００２７】
（Ｓｉ／Ｍｇ比：１以上）
Ｓｉ及びＭｇは、Ｍｇ 2Ｓｉの析出物を形成して強度を向上させる。Ｓｉは、Ａｌ－Ｍｎ
－Ｓｉ等の晶出物も形成するため、Ｓｉ／Ｍｇ比が少ないとＭｇ 2Ｓｉが充分形成されず
、強度の向上が図れないこととなる。従って、Ｓｉ／Ｍｇ比は、１．０以上であることが
必要であるが、Ｓｉが多すぎても強度の大幅な向上が望めず、一方で靭性が低下する等の
弊害が生ずる可能性がある。従って、Ｓｉ／Ｍｇ比の好ましい範囲は、１．１～１．３で
ある。
【００２８】
（Ｍｎ：０．１～１．０質量％）
Ｍｎは、アルミニウム合金の強度向上及び組織微細化の役割を果たすものである。このＭ
ｎの含有量が０．１質量％未満であると、強度不足となると共に組織が粗くなり、また、
１．０質量％を超えると、引張強度・耐力は上るが、靭性・鍛造性が低下することとなる
。このため、本発明にあっては、Ｍｎの含有量を０．１～１．０質量％とする。
【００２９】
（Ｔｉ：０．０１～０．１０質量％）
Ｔｉは、鋳塊の結晶粒を微細化し、押出、圧延、鍛造時の加工性を向上させるために添加
する元素である。しかし、Ｔｉの０．０１質量％未満の含有では、加工性向上の効果が得
られない。一方、Ｔｉを０．１０質量％を超えて含有すると、粗大な晶出物を形成し、前
記加工性を低下させる。従って、Ｔｉの含有量は、０．０１～０．１０質量％の範囲とす
ることが望ましい。
【００３０】
また、本発明に係るアルミニウム合金鍛造材及びこれを用いた鍛造材は、機械的強度を、
より充分に高めるために、Ｃｒ及び／又はＺｒを、以下の含有量で含有する。
【００３１】
（Ｃｒ：０．０５～０．２質量％）
Ｃｒはアルミニウム合金中の結晶粒の大きさに寄与する元素である。すなわち、Ｃｒの含
有量が、０．０５質量％より少ないと、アルミニウム合金中で最大長が５０μｍを超える
ような粗大な結晶粒が生成し易くなる。また、Ｃｒ含有量が、０．２％を超えると、溶解
及び鋳造時に粗大な晶出物を生成しやすく、破壊の起点となり、靭性や疲労特性を低下さ
せる原因となる。従って、本発明にあっては、Ｃｒを含有させる場合は、その含有量を０
．０５～０．２質量％の範囲に規制する。
【００３２】
（Ｚｒ：０．０１～０．２質量％）
Ｚｒは、微細なＡｌ－Ｚｒ系分散粒子を析出させ、結晶粒化や亜結晶粒化する効果が大き
い。このＺｒの含有量が、０．０１質量％未満であるとこれらの効果が期待できず、一方
、０．２質量％を超えると、溶解及び鋳造時に粗大な晶出物を生成しやすく、破壊の起点
となり、靭性や疲労特性を低下させる原因となる。従って、本発明にあっては、Ｚｒを含
有させる場合は、その含有量を０．０１～０．２質量％の範囲に規制する。
【００３３】
（不可避的不純物）
本発明に係る高強度アルミニウム合金鍛造材に含まれる不可避的不純物としては、Ｚｎ、
Ｆｅ等が挙げられる。本発明の効果を奏するためには、これらの不可避的不純物の含有量
を各々０．１質量％以下及び０．３質量％以下に抑える必要がある。なお、本発明にあっ
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ては、このＦｅの含有量が少なければ少ないほど、粗大化したＡｌ－Ｆｅ系晶出物の生成
が少なくなるので好ましい。
【００３４】
（分散粒子の平均結晶粒径が０．１１μｍ以下の金属間化合物が１３個／μｍ 2以上）
本発明に係る高強度アルミニウム合金鍛造材で、分散粒子の平均粒径が０．１１μｍより
大きな金属間化合物でその密度が１３個／μｍ 2よりも少ないと、最終製品の結晶粒が粗
大になり、機械的性質・耐食性が低下する。前記高強度アルミニウム合金鍛造材の製造ロ
ットの違いや形状の違いによる機械的特性等のバラツキを考慮すると、分散粒子の平均結
晶粒径が０．１１μｍ以下の金属間化合物が１３個／μｍ 2以上となることが好ましい。
【００３５】
（Ｃｕ：０．２～０．６質量％）
Ｃｕは、本発明に係る高強度アルミニウム合金鍛造材の強度を向上させる元素である。こ
のＣｕの含有量が、０．２質量％未満であると所望の強度が得られず、０．６質量％を超
えると耐食性が阻害される。このため、本発明にあっては、Ｃｕの含有量を０．２～０．
６質量％とする。
【００３６】
ここで、本発明に係る高強度アルミニウム合金鍛造材から鍛造製品としてサスペンション
部品を成形する工程の一つの実施例について説明する。まず、押出し加工、又は、鋳造に
より形成した丸棒材を所定の長さに切断した成形用素材を製造する。そして、鍛造前の予
備加工として、前記成形用素材を加熱してロール成形を行い、成形用素材の外観形状をサ
スペンション部品の外観形状に近づけることが、歪が少なく寸法精度のよい鍛造製品に仕
上げるためにより好ましい。次に、鍛造工程として、予備加工により成形した予備加工品
にプレス加工を施す。このプレス加工は三段階に分けて行われ、最初のプレス加工である
第一鍛造は、第一の金型により大まかな形状に成形する。次に、第一の金型よりも最終形
状に近い形状を有する第二の金型を用いて第二鍛造を行う。そして、最終仕上げ金型によ
り仕上げ鍛造を行い、発生したバリを除去した後、前記Ｔ６処理を施して、サスペンショ
ン部品の鍛造製品が完成する。
【００３７】
（実施例）
以下、本発明の必要条件を満たす実施例を、本発明の必要条件を満足しない比較例と対比
させながら、具体的に説明する。
【００３８】
すなわち、表１に示す化学組成のアルミニウム合金鍛造材を用いて、本発明に係る実施の
態様のアルミニウム合金の供試材による実施例（Ｎｏ．１～８）と、本発明の要件を満足
しないアルミニウム合金の供試材による比較例（Ｎｏ．９～１５）とを作製した。
【００３９】
【表１】
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【００４０】
次に、前記供試材の各々について、種々の評価試験を行った結果を表２に示すが、表２の
番号は、表１の番号と対応しており、同じ番号の供試材は同一の化学組成を有する。
【００４１】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４２】
（分散粒子の測定方法）
　鍛造終了後、鍛造材よりサンプリングを行い試験片を調製した。透過電子顕微鏡ＴＥＭ
（倍率×１００００）で、前記試験片の任意の測定箇所１０視野を観察し、画像解析装置
により、分散粒子の粒径と数を算出し、その平均値を採用している。なお、前記分散粒子
の粒径は、前記各視野で測定できる個々の前記分散粒子の最大長を分散粒子サイズとした
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。また、本発明における分散粒子とは、均質化熱処理時に形成さ 出 であって
、主としてＡｌ－Ｍｎ系、Ａｌ－Ｃｒ系、Ａｌ－Ｚｒ系の分散粒子を意味する。
【００４３】
（機械的特性）
アルミニウム合金鍛造材から複数個採取した試験片の引張強度（ＭＰａ）、耐力（ＭＰａ
）、伸び（％）及びシャルピー衝撃値（Ｊ／ｃｍ 2）等の機械的特性を測定し、その結果
も表２に示す。
【００４４】
（応力腐食割れ試験：ＳＣＣ）
アルミニウム合金鍛造材から、各々の化学成分組成の試験片を採取し、応力腐食割れ試験
を実施した。応力腐食割れ試験の条件は、ＪＩＳ－Ｈ－８７１１（アルミニウム合金材料
の応力腐食割れ試験方法）の規定に準拠し、交互漬せき法で、３０日間行い、応力腐食割
れ発生の有無を確認した。これらの結果を、応力腐食割れが発生している場合を「×」、
発生していない場合を「○」として、表２に示す。
【００４５】
表１の実施例（Ｎｏ．１～８）は、本発明に係る実施の態様の実施例であり、これらはす
べて本発明の化学成分組成の範囲内であり、表２を参照すると、何れも、分散粒子サイズ
が、０．１１μｍ以下、かつ、分散粒子密度が１３個／μｍ 2以上である。また、機械的
特性のうち引張強度及び耐力に関し、実施例は、何れも、比較例（Ｎｏ．９～１５）の該
当する値を上回っており、さらに応力腐食割れに対する耐性が優れていることがわかる。
また、実施例Ｎｏ．４，Ｎｏ．５，Ｎｏ．７及びＮｏ．８は、これら以外の実施例と比較
して、化学成分組成のうちＣｕをさらに含有しているので、表２を参照すると、引張強度
がすべての実施例の中でも最も高い方に位置することがわかった。
【００４６】
一方、比較例Ｎｏ．９は、化学成分組成が本発明の範囲内ではあるが、表２を参照すると
、分散粒子のサイズが０．１１μｍを超えており、さらに分散粒子密度が１０個／μｍ 2

以下（１３個／μｍ 2以下）となっているため、応力腐食割れが起こり易くまたシャルピ
ー衝撃値も低いという欠点を有するものであった。また、Ｎｏ．１１は、化学成分組成の
うち選択的含有元素であるＣｒ及びＺｒをともに含有せず、表２を参照すると、比較例Ｎ
ｏ．９と同様に、分散粒子のサイズが０．１１μｍを超えており、さらに分散粒子密度が
１０個／μｍ 2以下（１３個／μｍ 2以下）となっているため、応力腐食割れが起こり易い
という欠点を有するものであった。
【００４７】
比較例Ｎｏ．１０とＮｏ．１２は、応力腐食割れに対する耐性は良好であったが、Ｓｉ／
Ｍｇ比が本発明の範囲の下限値未満であるため、引張強度と耐力が比較例の中でも最も低
い方に位置する値であった。
【００４８】
また、比較例Ｎｏ．１３は、応力腐食割れに対する耐性は良好であったが、化学成分組成
のうち、Ｓｉ／Ｍｇ比が本発明の範囲の上限値を超えたため、伸びが比較例の中で最も低
い方から２番目であり、機械的性質が好ましいものではなかった。
【００４９】
比較例Ｎｏ．１４及びＮｏ．１５は、化学成分組成の必須含有元素のうち、それぞれＭｎ
及びＴｉを含まないため、応力腐食割れが起こり易いという欠点を有するものであった。
【００５０】
従って、これらのすべての比較例については、引張特性、耐力、伸び、シャルピー衝撃値
、応力腐食割れ耐性に関し、充分満足できる結果を得られなかったことがわかる。ゆえに
、これら比較例は、機械的特性及び耐食性など鍛造材としての信頼性の問題から使用する
ことができず、また、本発明の構成要件の臨界的意義も理解できる。
【００５１】
以上、本発明に係る実施例について具体的に説明したが、本発明はこのような実施例のみ

10

20

30

40

50

(8) JP 3761180 B2 2006.3.29

れ析 される物



に限定されるものではなく、本発明の効果を奏する限りにおいて適宜変更することが可能
である。
【００５２】
【発明の効果】
以上説明したとおりに構成される本発明によれば、以下の効果が具現される。すなわち、
本発明に係る請求項１によれば、Ｍｇ、Ｓｉ、Ｍｎ及びＴｉの含有量を規制し、Ｓｉ／Ｍ
ｇの比率を規制し、Ｃｒ及び／又はＺｒを含むとともにこれらの含有量を規制し、さらに
、分散粒子の平均粒径及び単位面積の密度を規制したので、粒界腐食や応力腐食割れが抑
えられ、かつ、所望とする高強度化及び高靱性化が得られるアルミニウム合金鍛造材を提
供することができる。
【００５３】
また、請求項２の発明によれば、前記アルミニウム合金鍛造材で、含有量を規制したＣｕ
を含むようにしたので応力腐食割れが抑えられ、かつ、所望とする高強度化が得られるア
ルミニウム合金鍛造材を提供することができる。
【００５４】
そして、請求項３の発明によれば、前記高強度アルミニウム合金鍛造材を用いて製造され
るので、粒界腐食や応力腐食割れが抑えられて優れた耐食性を備えるとともに、強度や靱
性等が向上されたアルミニウム合金鍛造製品を提供することができる。
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